
フルジオキソニルの食品添加物の指定に関する部会報告書 (案 )

今般の添加物としての新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定の検討について

は、事業者より指定等の要請がなされた当該添加物について、食品安全委員会において

食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、添加物部会において審議を行い、以下の報

告をとりまとめるものである
^

1.品目名

フルジオキソニル

英名 :且u正Oxonil

化学名 :4‐ (2,2‐ dttuorobenzo[』 [1,3]diottol‐ 4‐ yD‐ 1〃嘔pyrrole‐ 3‐ carbo■ trile

CAS番号 :131341‐ 86‐ 1

2.構造式、分子式及び分子量

構造式 :

分子式及び分子量 :

C12H6F2N202 248.19

3.用途

防かび剤

4.概要及び諸外国での使用状況

フルジオキソニルは、1984年にチバガイギー社 (現 シンジェンタ社)が合成したフ

ェニルピロール系の非浸透移行性殺菌剤である。糸状菌に対 し広い抗菌スペク トラム

を有 し、各種の空気感染性及び土壌感染性の糸状菌起因の植物病害に対 して高い効果

を有することから、現在、70カ 国以上の国において、主にブドウ及び野菜類の灰色かび

病に対する茎葉散布剤並びに麦類の種子消毒剤として農薬登録されている。

欧州連合 (EU)では、欧州食品安全機関 (EFSA)で 2007年に再評価され、一日摂取許容

量 (ADI)が0.37mg/kg体重/日 と設定されており、フランス、ドイツ、イタリア等で上記

の用途を中心に農薬登録されている。
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米国では、環境保護庁 (EPA)で 2004年に再評価され、慢性参照用量 (cRfD)が 0.03mg/kg

体重/日 と設定されており:上記の用途及びとうもろこし類の種子消毒剤として登録され

ている。また、米国政府が生産量の少ない農作物に使用できるよう農薬登録の取得を支援

するIR-4プロジェクトの一環として、かんきつ類、核果類 (も も、すもも等)、 仁果類 (り

んご、なし等)、 キウィー及びざくろへの防かび目的の収穫後使用についての農薬登録が

2004年及び2005年に行われている。

FAO/WHO合 同残留農薬専門家会議 (」MPR)は、2004年に本品目の評価を行い、ADIを

0-0.4mg/kg体重/日 に設定している。残留基準についても、2004年及び2006年に収穫後使

用を含めた残留基準がコマデツクス規格として勧告されており、評価が進行中のものにつ

いては米国の基準を基にした暫定基準 (2005年から2009年まで有効)を勧告してぃる、

わが国においては、残留農薬安全性評価委員会によつて、ApIが吐_o33mg/kg体 重/日

と設定され、1996年に水稲及び野菜類の種子消毒剤並びに灰色かび病等の防除を目的とし

た各種野菜類への茎葉処理剤として農薬登録された。その後、1998年 に食品衛生調査会に

よるADIの見直しが行われ、米、小豆類、野菜等について残留基準が設定され、また、2o06

年のポジティブリス ト制度の導入により、多くの作物に暫定基準が設定された。

今般、事業者より本品目について、かんきつ類等の作物に対し、収穫後に防かびの目的

で使用するため1に 、添加物としての指定等について要請がなされた。

5.食品添加物としての有効性

フルジオキソニルは、糸状菌に対し広い抗菌スペク トラムを有 し (男1紙 1)、 胞子発

芽、発芽管伸長及び菌糸の生育阻害を示すことから、1支穫後の果実の防かび目的にも

有効である。

作物に対 しての防かび目的の収穫後使用については、米国において、かんきつ類 (試

験はオレンジ、レモン及びグレープフルーツで実施 :)、 核果類 (試験はもも:すもも

及びおうとうで実施。)、 仁果類 (試験はりんご及びなしで実施。)、 キウィー及びザク

ロについて効果試験 (別紙 2)が行われており、有効性が確認されている。

6.食品安全委員会における評価議結果

農薬等におけるいわゆるポジティブリス ト制度の導入の際に設定された暫定基準の

見直しのため、食品安全基本法 (平成 15年法律第 48号)第 24条第 2項の規定に基

づき、平成 19年 6月 25日 付け厚生労働省発食安第 0625006号 により食品安全委員会

あて意見を求めたフルジオキソニルに係る食品健康影響評価にういて1ま、平成 20年 7

月 11日 及び 8月 1日 に開催された農薬専門調査会総合評価第二部会並びに平成 20年

1食
品添加物は、食品衛生法 (昭和 22年法律第法律第 233号)第 4条第 2項により、「食品の製造の過程

において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する

物」と定義されている。収穫後に使用されたことが明らかであり、かつ、かび等よる腐敗・変敗の防止の

目的で使用されている場合には、「保存の目的」で使用されていると解され、添加物に該当する。
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11月 18日 に開催された農薬専門調査会幹事会において審議がなされた。

その後、食品添加物としての指定及び規格基準の設定のため、同法第 24条第 1項第

1号の規定に基づき、平成 20年 11月 20日 付け厚生労働省発食安第 1120003号 により

食品安全委員会あて意見を求めたフルジオキソニルに係る食品健康影響評価につい

てはt上記の農薬調査会での審議内容を受けて、平成 20年 12月 15日 に開催された

添加物専門調査会、平成 21年 1月 21日 に開催された農薬専門調査会幹事会、同年 2

月 2日 及び 3月 23日 に開催された添加物専門調査会、同年 6月 12日 に開催された農

薬専門調査会幹事会、同年 6月 29日 に開催された添加物専門調査会の議論を踏まえ、

以下の評価結果■案丼が平成 21年 74_月 169日 付け府食第 682号で通知会表されてい

る。

食品安全委員会                 は、イヌを用いた 1年間慢性

毒性試験の無毒性量 33.l mg/kg体重/日 を根拠として、安全係数 100で除した 0.33

mg/kg体重/日 を一日摂取許容量 (ADl)と設定した。

ADI_0.33 mg/kg体重/日

(ADI設定根拠資料)1曼性毒性試験

(動物種)イ ヌ

(期間)1年 間

(投与方法)混 餌

(無毒性量)33.l mg/kg体 重/日

(安全係数)100

なお、評価結果の詳細については、以下のとおりである。

参照に挙げた資料を用いて農薬・添力日物 「フルジオキソニル」の食品健康影響評価

を実施 した。

ラットに経口投与されたフルジオキソニルの吸収は比較的速やかであり、投与後 24

時間で 75ん90%TARが糞尿中に排泄された。主要排泄経路は糞中であった。胆汁中

へのツト泄は、投与後 48時間で約 67%TARで あり、約 77%TARが腸管から循環系

に吸収 されるものと推定された。臓器・組織人の蓄積性は認められなかった。糞中で

は親化合物が、尿及び胆汁中では代謝物 B、 C、 D、 E等が検出された。ラットにお

ける主要代謝経路は、①ピロール環の2位における酸化及び抱合 (B及び Cの生成)、

②ピロール環の 5位における酸化及び抱合 (D及び Fの生成 )、 ③フェニル基の水酸

化 (Eの生成)であると推定された。

稲を用いた植物体内運命試験では、収穫時の植物体の残留放射能は 0.002mg/kg以
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下と極めて低かつた。小麦、ぶどう等を用いた植物体内運命試験では、植物体中の残

留放射能の主要成分は親化合物であり、G、 H、 I、 M、 P等多数の代謝物が同定され

たが、いずれも少量であつた。植物における主要代謝経路は、①ピロール環の酸化 (G、

H及び Pの生成 )、 ②ピロール環の開裂 (I、 」、K、 M、 R及びTの生成 )、 ③Gの
ピロール環の還元及びその後の酸化 (Lの生成)、 ④グル童―ス抱合 (N及び Qの
生成)であると推定された。

各種毒性試験結果から、フルジオキソニル投与による影響は主に肝臓、腎IFD及び血

液に認められた。発がん性、繁殖能に対する影響、催奇形性及び生体において問題と

なる遺伝毒性は認められなかつた。

各種試験結果から、農産物中の暴露評価対象物質をフルジオキソニル (親化合物の

み)と 設定した。

各試験における無毒性量等は表 23に示されている。

各試験で得 られた無毒性量の最小値は、イヌを用いた 90日 間亜急性毒性試験の 6.2

mg/kg体重/日 であつたが、より長期の 1年間慢性毒性試験における無毒性量は 33.1

mg/kg体重/日 であつた。この差は用量設定間隔の違いによるものでtイ ヌにおける

無毒性量は 33.l mg/kg体 重/日 とするのが妥当と考えられた。

ラットを用いた2世代繁殖試験における親動物の無毒性量はP雌で 17.9mg/kg体

重/日 であつたが、より長期の 2年間慢性毒′
l■/発がん性併合試験における無毒性量は

37 mg/kg体 重/日 であつた。この差は 2世代繁殖試験における用量設定の違いによる

もの と考えられ、また、同 2世代繁殖試験における児動物の無毒性量は Flで

21.lmg/kg体 重/日 であつたが、体重増加抑制の程度は軽度であり、明確な用量相関

関係もみられなかつたことから、ラットにおける無毒性量は 37 mg/kg体重/日 とする

のが妥当と考えられた。

以上より、食品安全委員会                 は、イヌを用いた

1年間慢性毒性試験の無毒性量 33.l mg/kg体 重/日 を根拠として、安全係数 100で

除した 0.33 mg/kg体 重/日 を一日摂取許容量 (ADI)と 設定した。

AI)I_0.33 1ng/kg体重/日

(ADI設定根拠資料)慢 性毒性試験

(動物種)イ ヌ

(期 間)1年 間

(投与方法)混 餌 |

(無毒性量)33.l mg/kg体 重/日

(安全係数)100

農薬 としての使用に基づく暴露量については、当評価結果を踏まえて暫定基準値の
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見直しを行 う際に確認することとする。なお、平成 10～ 12年の国民栄養調査結果に

基づき試算されるフルジオキソニルの一 日あたりの理論的最大一 日摂取量は 1,424

μgであり、ヒ トの体重を 50 kgと 仮定すると、その ADI比は 8.6%で ある。

また、ヒトにおける暴露量及び体内動態も勘案 して検討を行つた結果、ヒトがフル

ジオキソニルを継続的に経口摂取することによつて耐性菌が選択され、保健衛生上の

危害を生じるおそれはないものと考える。

摂取量の推計

上記の食品安全委員会の評価結果によると次のとおりである。

農薬又は添加物として使用され、各農作物について基準値案上限まで本剤が残留 し

ていると仮定した場合、平成 10～ 12年の国民栄養調査結果に基づき試算される一 日

あた りの最大摂取量 (理論的最大T日 摂取量)は 1,424 μgであった:

わが国における理論的最大一日摂取量 (TMDl)及び TMDIの ADI比の試算は以下のと

おりである (詳細については別紙 3の とおり)。

対象人口 TMDI (μ g)※ 1 TMDl o ADI比   (%)

国民平均※2 1248 444H 7 18T()6

高齢者 (65歳 以上)※ 2 1288 01424 7 2悧

妊婦
※2 1006 2■163 5 5昭

幼小児 (1～6歳 )※
2 731 4904 14 0卿

※ 1食品添力日物又は農薬としての使用のうち、要望する基準値案を基に最大となる摂取量を積算した。

※2摂取量計算に用いた体重 :国民平均 53 3kg、 高齢者 54 2kg、 妊婦 55 6kg、 月ヽ児 15 8kg

8.新規指定について

フルジオキソニルを食品衛生法 (昭和 22年法律第 233号。以下「法」という。)第
10条の規定に基づく添加物として指定することは差し支えない。ただし、同法第 11

条第 1項の規定に基づき、次のとおり使用基準及び成分規格を改めることが適当であ

る。         |
1)一
二4〔つ

二乳準勇斗粟聾共裏朝御強劉募かび剤其紡苺準螂い是平群詢叫聾年o議産物健使用さネる
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(1)使用基準について

要請者は、作物残留試験 (男1紙 4)及び米国における本品目の残留基準に基づいて、

以下の使用基準 (案 )2を提案 している。食品安全委員会の評価結果 (案 )等も踏まえ、

本提案のとおり使用基準を定めることが適当である。

なお、米国、欧州及び 」MPRにおいて、規制対象物質は親化合物であるフルジオキ

ソニルのみとされていること及び食品安全委員会での評価結果 (案)を踏まえ、本使

用基準 (案)に おいても規制対象はフルジオキソニルのみとする。

フルジオキソニルは、あんず、おうとう、かんきつ類 (みかんを除く。)、 キウィー、

ざくろ:す もも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも及びりんご以外の食

品に使用 してはならない。     、

フルジオキソニルは、フルジオキソニルとして、キウィーにあってはその lkgに つ

き0020g、 かんきつ類 (みかんを除く。)に あつてはその lkgにつき0.010g、 あんず、

おうとう、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、びわ、マルメロ、もも及びりん

ごにあつてはその lkg(あんず、おうとう、すもも、ネ2タ リン及びももにあつては

種子を除く。)につき 0.0050gを 、それぞれ超えて残存しないように使用しなければ

ならない。

(2)成分規格について                   ,
成分規格を別紙 5の とおり設定することが適当である。(設定根拠は別紙 6の とお

り。)

2当初、「うめ」に対する使用についても要請されていたが、米国において農薬登録されている作物群には

「うめ」が含まれないことから要請者より使用基準 (案)の訂正の申し出があつたため、本使用基準 (案 )

からは削除した。
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錫 1紙 3)

理論的最大 1日摂取量

農薬の使用も含め作物毎の基準値案を示し、また、フルジオキソニルの理論的最大 1日摂取量を使用別、
作物毎さらに人口別に算出した。

各作物の摂取量は 1998～ 2000年 国民栄養調査データを用いた。

※ 1 農薬として使用した場合、食品中に残留する最大量から提案する残留基準値案

※2 食品添加物として使用 した場合、食品中に残留する最大量から提案する使用基準案

※3 残留基準値案 (食 品中に残留する最大残留量から提案する基準値、農薬および食品添加物の両使用法を含む)

作 物

残留基準値案
(ppm)

フルジオキソニル 1日 摂取量 (μ g)

国民平均 高齢者 妊 婦 小 児

農薬
X

食添
X

案
X

農薬 食添
X

全体 農薬
X

食添
X5 全体

X6
農薬

×4
食添

X
全体

×
農薬 食 添

入t
全 体

米 (玄 米 ) 0 052 0 052 岬・０
0 岬・０ 岬・８

0 蝉一８
７

一躙
０

理一９
4919

5
0

49■9
5

小 麦 0 052 0 052
b 8串

4
0

5 8峯
4

42‐
7

0 ぃ一７ ］・７ ］・７ 呻・５
0

41■ 6

5

大 麦 0 052 0 052 03理 0 03■2 0207 0 0 207 0 00 0 0 00

ライ麦 0 052 0 052 000 0 0 00 0 00 0 000 000 000 0 00 0 000
とうもろこし 0012 0012 02“ 0 02“ 0 02 0 0005 00“ 0009 0 0009

そ ば 0 052 0 052 0 207 0 0 027 0240 0 0240 0103 01" 0 02 0 0 02

その他の穀類 0 052 0 052 0 01 0 0 01 0.01 0 0 01 0 00 0 0 00

大 豆 0 074 0 074 絨一コ
0 叫・“

性・望

４

一 峯
２

４ ‐

一
５ 印一“

3218=
20 叫・・

0
博期 2

4

小豆類 0 24 0 24 0356 0 0356 ］一８
0

０

一拠
５

004 0 04 0120 0 0120

えんどう 0 34 0 12 0 0 12 0 16 0 0 12 0 04 0 0 04

そら豆 0 074 0 074 0 08 0 0 08 0016 0 0016 0 0 04 0 04 0 0 04

らつかせい 0304 0304 0204 0 0 201 0204 02餌 0100 0 0100 0100 0 0100
その他の豆類 0074 0074 004 0 004 004 0∝ 0 004 0 004
ばれいしょ 0 02 0 02 0 73 0 0_73 0 54 0 80 0 0 80 043 0 043
さといも 0 02 0 02 0 23 0 0 23 0 35 035 0 216 0 0216 0 11 0

カ
ー

002 ∝02 0 31 0 圏 嘲 0 044 0理8 0.翌 咄 0 0,35

その他のいも類 0 02 0 02 0 01 0 0 0 02 0

-
002 0 02 0=09 0 0,09 嘲 0 008 007 0 007 007 0 0.07

だいこん類の根 05幌 0502
併獅

一
∞

0
併躙

一
∞

2931:

■7

■２９ ３

一
聟

Ｌ‐４ ４

一９
0

鉾旧

一辞 叫一７
0 脚一７

だいこん類の葉 200 02 200 02 叫一餌
0 岬．０

６８ 〇

一瞬

ι６８ 〇
一
餌

∈８ 〇
一
盤

0
↑脚

一
∝

併‐０ 〇
一
餌

0
1000‐

■

かぶ類の根 05盤 05健
1 30 0

5
0 中・５

2100
8 榊・８

0404 0 04餌 041H 0 0404

かぶ類の葉 2010 Ю２〇

一

〓脚一∞
0

畢‐０ 〇
一
∞ 坤・００

■L002
20 呻・０

0 回・０ 呻・０
0 呻・０西洋 わ さび 0 502 0502 0100 0 0100 0100 0100 0100 0 0100 0 100 0 0100

クレソン 0 100 0 0

はくさい 58 80 0 58 80 63 40 63 40 43 80 0 43 80 20 60 0 20 60

キャベツ 2 2 45 60 0 45 60 39 80 39 80 45 80 0 45 80 19 60 0 19 60

芽キ ヤ ベ ツ 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20 0 0 20 0 20

ケール 0 0

こまつな 43 00 0 43 00 59 00 59 00 16 00 0 16 00 20 00 0 20 00

きょうな 3 00 0 300 3 00 300 l K10 0 100

ちんげんさし 14 00 0 14 00 19 00 19 00 10 00 0 10 00 3100

カリフラワー 0 80 0 0 80 0 80 0 80 0 20 0 0 20 0 20 0 20

プロッコリー 9 00 0 9 00 8 20 8 20 940 0 940 5 60 5 60

その他のあぶらな科野菜 21 00 0 21 00 31 00 31 00 2 00 0 2 00 3 00

ごぼう 0502 05腱 榊・９
0

2 3aЮ

9

６〇

一
〇

２

一 神・０ 中・５
0 ］・５

0803 0803

サルシフィー 0 502 0502 0100 0 0100 0100 0100 0100 0 0100 0100 0 100

ア

ー

002 002 000 0 剛 000 000 剛 0 L00 000 000

チコリ 3200 2030
2 0コ

0
0

2 0コ
0

２

一脚
０

20コ
0

20コ
0

0
20■ 0

0

2 0コ
0 神・・エンダイブ 3 00 3 00 3 00 300 300 0 3 00 3 00 3 00

しゅんぎく 75 00 75 00 111 00 00 57 00 0 57:00 18 00 0 18 00

レタス 183 00 0 183 00 126 00 12600 0 192 00 75 00 75 00

その他のきく科野菜 230 230 叫一∞ ・̈∞
2001

4 叫・∞ 叫・∞
0 叫・∞

脚・０ ］・０たまねぎ 15 215 15 245 11 30 0 11 30 1665b 0 16655 3郷 9 3場

ね ぎ 7 05 ０

一

７

一 瑯一靱
79 156

蜘 ９４５６・靭
0 蜘一靱

５７４４・硼
0 卿一硼 〕一蜘

『‐５にノしに く 0 2002 0 202 0 101 0104 0104 0 0101 0 00 0 0 00 0 00 0 00

に ら 16 00 16 00 16 00 0 16 00 0 7 00

わけぎ 0 20 0 0 01 0 0

その他のゆり科野菜 9 00 9 00 18 00 0 18 00 0 1 00
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※4 農薬としての残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (農薬として使用された場合の最大摂取量)

※5 食品添加物としての使用基準案に作物摂取量を乗じた値 (食品添加物として使用された場合の最大摂取量)

※6 残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (最大摂取量)

|

-8-



作 物

残留基準値案

(ppm)

フルジオキソニル 1日 摂取量 (μ g)

国 民 平均 高 齢 者 妊 婦 小児

ヨEパ 食 添 案 | 晨 薬 食 添
必

全 体
本°

晨 薬 食添
X

全体
X6

農 薬 食添×
全体 農薬×

食添
※ 全体

XG

にん じん

一̈巧
17 248

“ 一̈髯
0

一̈・一̈“
0

よ間
一
翼 叫一２

0 叫一郎t\-7.=yJ 0 502 0502 0100 0100 0100 0 0100 0100 0 0100 0100 0 0100
パセ リ 1030 1030 1 0抑 1 0Щ 1 0300 0 1 0■ lX 1 0即 0 1 03_C【 1 0m 0 1 0剌
セ三エリ 0 04 004 ∝00 000 000 0 000 000 0 000 ∈00 0 000

その他のせ り科野菜 2030 2030 2 0即 2 0Щ 6 00 00 0 60颯 20200 0 20ゝ収 0 Z U3,も に

トマ ト 2 2 48 60 48 60 37 80 0 37 80 49 00 0 49 00 33 80 0 33 80

ピーマン 101-に卜| 10 04 44004 0 44004 37004 0 37004 1 9剛 0 1 9熙 2 00型 0 2 0咄

な す 12 40800 0 4080C
5 71lJ
,0 0

5 7中
0

3 3蜘 0 3 3椰 0 9●80 0 09■m

その他のなす科野菜 〕5001 0 501 0 100 0 0100 0200 0 0200 0100 0 0010 0100 0 0100
きゆつり 32 60 0 32 60 33 20 0 33 20 20 20 0 20 20 16 40 0 16 40

かほちゃ 0304 0 301 28000 0 2 80 0{ 35∝理 0 3 50_4浮 21007 0 2 10.0疇 1 7CLJ36 0 1 7螂
しろうリ 〕4501 0450 0100 0 0100 0 041 0 0 041 0 00 0 0 00 0 00 0 0 00

-
嘲 003 000 0 000 000 0 剛 000 0 併 00 000 0 000

-

003 003 004 0 001 004 0 L04 囲 0 併 00 004 0 004
書 G"斗 咄 003 000 0 0硼 ι00 0 L00 蜘 0 000 000 0 卿

その他のうり科野菜 )4502 0 45α 0204 0 0204 0304 0 0 304 1 00 05 0 1 00=0〔 0 00 0 0 00

ほうれんそう 0 022 0 022 04解 0 04解 043 0 0 43 0 35 0 0 35 0 20 0 0 20

-
002 002 001 0 0 01 0メ舜 0 004 ι04 0 004 ∝00 0 000

■ 1+の こ 0 02 0 0 0 01 0

未 成 熟 えん ど 3 00 0 3_00 3 00 0 3 00 3 50 0 3 50 0

未 成 熟 いん げん 9 50 0 9 50 9 00 0 9 00 9 00 0 9 00 6 00 0 6 00

えだまめ 5 5 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50

その他の野菜
126 037

8 00
0

1260&
800

122 036

剛
0

一̈剛］一硼
0 螂一迎

97 0294

,00
0

一̈硼みかん 4 216 0 42■6 4 326 0 43彗 4658 0 46繋 3 54 0

なつみかんの果実全体
101 1 0040

100
1 0日0 呻

・刈
1 00 10

レモン
101 30←∞

3 00
30040

3 00 3 00
30←∞

3 00 3 00
20←却

2 00

オレンジ
101 40040

4 00
20020

2 00 2 00 呻
・約

8 00 8 00
60060

6 00 6 00

グレープフルーツ
101 12 0製

0×
7 12 00 12 00

80080
8 00 8 00

２

７

２‐ ０
一“ 21 00 21 00

4 00 40
4 00 4 00

ライム
‐ ０

一
1  0040 1 00,10 1 00,_10 1 0∝■0

その他のかんきつ類果実
０

一
40040

4 00
60116(

6 00 6 00
1 00.10

1 00
1 00,■ 0

100

りんご 50= Ю
一

０
一

176 5×

0
176 50 176 50

一̈〇
178 00 178 00

150 0入
′

0
150 00 150 00 Ｆ一〇

‐ ８

一 181 00 181 00

西洋なし 50= 0 5×
′
0 0 50 0 50 0 5入

′0 0 50 0 50 0 5X70 0 50 0 50 0 5X70 0 50

マルメロ 50三 0 5X′ 0 0 50 0 50 0 5入
′0 0 50 0 50 0 5×

70 0 50 0 50 0 5X70 0 50

び わ 50= 0 5夭
′0 0 50 0 50 0 5×

70 0 50 0 50 0 5×
70 0 50 0 50 0 5X'0 0 50 0 50

も も
5 02

０

一
０
一

2 5100
2 50 2 50

0 5回
0 50 0 50

20 0瞑
0※

フ 20 00 20 00 ¨
・刈

3 50

ネクタリン
5 02

50 ０
一

］
・Ｘ７

0 50 0 50 呻
・カ

0 50 0 50
05曜

0 50 0 50
u b曖t

0 50 0 50

あんず
5 02

０
一

０
一

0 50,20
0 50 0 50

υ OP― t

0 50 0 50
O bじイt

0 50 0 50
0 5040

0 50

すもも
5 02

Ю
一

50 呻
・約

1 0M ′ υ
`_磐

に
7 00

05∝鶉
0 50

うめ 0655 0 0 655 0840 0 0840 070 0 0170 0 245 0 0215
おうとう 50- 0 5X′ 0 0 50 0 50 0 5入

′0 0 50 0 50 0 5X70 0 50 0 50 0 5X70 0 50

いちご 5 0 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 2 00 0 2 00

ラズベリー 5 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50

ブラックベリー 5 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50 0 50 0 0 50

ブルーベリー 2 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20

ハックルベリー 20 0 20 0 0 20 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 20

その他のベ リー類果実 0520 0520 0520 0520 0520 0 0520 0520 0 520

ぷどう 5 29 00 29 00 19 00 19 00 22 00 22 00

キウイキウィー 20= 36 0人
′0 36 00 36 00 40 0ス

′0 40 00 40 00 22 0人
′
0 22 00 22 00 26 0X7( 26 00 26 00

その他の果実 (ざ くろ) 50= 19 5X70 19 50 19 50 8 5入
70 8 50 7 0X70 7 00 29 5X 29 50 29 50

※1 農薬として使用した場合、食品中に残留する最大量から提案する残留基準値案

※2 食品添加物として使用した場合、食品中に残留する最大量から提案する使用基準案

※3 残留基準値案 (食品中に残留する最大残留量から提案する基準値、農薬および食品添加物の両使用法を含む)

※4 農薬としての残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (農薬として使用された場合の最大摂取量)

T9-



※5 食品添加物としての使用基準案に作物摂取量を乗じた値 (食品添加物として使用された場合の最大摂取量) _
※6 残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (最大摂取量)

| ※7 農薬と異は添加物の基準値が同じであることから、と与その摂取塁の与与_去与高い寿一方の摂取量のみを採用したため、積

算に加えていない。                 :
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作 物

残留基準値案

(ppm)

フルジオキソニル 1日 摂取量 (μ g)

国民平均 高 齢 者 妊 婦 小 児

亀薬 食 添 案

本 °

農薬
X4

食 添 全 体
入°

晨 薬 食添
パ

全 体
入

晨 薬 食 添 全 体
ム°

晨薬
入

食 添
本

全 体

―

004 004 じ00 000 ∝00 000 000 0 ι00 呻 0 000
べ1- 004 CLコ 01 000 剛 0 00 000 000 0 000 000 0 000

綿 実 0 000 0 0 000
なたね 0 200 0 0 200 0 1KXl 0100 0 200 0 0 200 0100 0 0100

その他のオイルシード 0 000 0 0 00 0

その他のナッツ類 0 00 0 0 00 0 00 0 0

～

鶉 10 ■00 0 1  00 瓢 瓢 ■00 0 1 00 靱 0 1 00

その他のスパイス類 1 0回 0 1 00■C( 1 00 00 1 00,C〔 : 00■ 00 0 1 00,C〔 1 00_0( 0 1 00 0C

その他のハーブ類 5010 5040 , 01,C( 0 50颯 5 0即 5 010C 0悧 0 5 0100 5 0Щ 0 0側

陸棲 哺 手L類の 肉類 0 051 0 051 と9併嬰 0 2 9幅  〔29058 29ι裏 30ι] 0 3 0L64 1 60,3〔 0 1 6嘲
陸棲哺乳類の7L類 1螂 0 1嶼 1 5螂 0 5颯 1 8瑯 1 81_退 ( 2019巧 0 201."

家禽の肉類 1 0020 0 1 0回 09∈よ 0 υ 9- D801G 0 D8併I 1 0∝ 4≦ 0 00J9
家禽の卵類 2 02.01 0 20劉 0劉 0 4 0`it畦 12.=卜0 1210 ! 5即 0 115■ 4コ

合計 (μ g)
)84911

∞
263 54 ‐２４８４

一榊
‐０３６〇
一馴

252
1288 01

曇

765 293

4

1006 21

爛

472 964

5
258 59

一̈・※1 農薬として使用した場合、食品中に残留する最大量から提案する残留基準値案

※2 食品添加物として使用した場合、食品中に残留する最大量から提案する使用基準案

※3 残留基準値案 (食品中に残留する最大残留量から提案する基準値、農薬および食品添加物の両使用法を含む)

※4 農薬としての残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (農薬として使用された場合の最大摂取量)

※5 食品添加物としての使用基準案に作物摂取量を乗じた値 (食品添加物として使用された場合の最大摂取量)

※6 残留基準値案に作物摂取量を乗じた値 (最大摂取量)
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